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１　機構図

文化観光局長 副局長（総務部長兼務）

　中山　こずゑ 　五十嵐　誠一 [4015]

横浜魅力づくり室長 企画課長 課長補佐（担当係長） 大﨑　敬一

　松村　岳利[4308] 　落合　明正 [4030] 課長補佐（担当係長） 本多　由紀子

　 横浜プロモーション担当課長 担当係長 西沢　洋

　永井　由香 [4065] 課長補佐（横浜プロモーション担当係長） 貝田　泰史

課長補佐（横浜プロモーション担当係長） 鳥丸　雅司

総務部長 総務課長 課長補佐（庶務係長） 荒木　慎二

（副局長兼務） 　神部　浩 [4346] 経理係長 渡邊　裕之

担当課長（担当係長兼務） 担当係長 福前　明日香

　加藤　憲明 [4349]

創造都市推進部長 創造都市推進課長 担当係長 佐野　和博

　矢野　修司 [4345] 　三村　庄一 [4241] 担当係長 新谷　雄一

担当課長 担当係長 吉田　聡子

　大蔭　直子 [2277] 担当係長 髙田　聡

東アジア文化都市担当課長 東アジア文化都市担当係長 小宅　将之

　松元　公良 [4203] 東アジア文化都市担当係長 南野　ショナー

トリエンナーレ担当課長 東アジア文化都市担当係長 中島　知昭

　冨士田　美枝子 [3426] 東アジア文化都市担当係長 高瀨　蔵人

創造まちづくり担当課長 トリエンナーレ担当係長 田邊　俊一

　清田　伯人 [3425] 課長補佐（トリエンナーレ担当係長） 小島　淳

トリエンナーレ担当係長 瀬戸　洋美

トリエンナーレ担当係長 田村　賢太

課長補佐（創造まちづくり担当係長） 髙橋　寛雄

創造まちづくり担当係長 守屋　朋廣

担当係長（文化庁） 中山　大輔

担当係長（経済産業省） 大橋　礼昌

文化振興部長 文化振興課長 課長補佐（主任調査員） 鬼木　和浩

　阿部　昭一 [3852] 　小林　仁 [3703] 担当係長 白井　智廣

施設担当課長 担当係長 中嶋　浩章

　山本　譲治 [3860] 担当係長 中村　奈美

横浜芸術ｱｸｼｮﾝ事業担当課長 担当係長 河野　大樹

　水野　純子 [4023] 担当係長 梶　晃三

観光コンベンション振興部長 観光振興課長 担当係長 古瀬　健一

　猪俣　宏幸 [4230] 　雨宮　勝 [3940] 担当係長 柳沢　貴之

担当部長（参事） 集客推進担当課長 担当係長 横野　浩子

　冨江　重治 [4022] 　青木　恵子[4232] 担当係長 西海　友希代

担当係長（観光庁） 鈴木　裕也

コンベンション振興課長 担当係長 田口　真希

　小泉　宏 [4233] 担当係長 八巻　敦

施設担当課長 課長補佐（施設担当係長） 松下　由佳

　川合　亙 [4262] 課長補佐（施設担当係長） 坂口　堅章

誘致等担当課長 誘致等担当係長 須田　浩美

　谷口　雅昭 [4212]

◇公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

担当部長 担当課長

　星﨑　雅代 　操　和憲

◇公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー

担当部長 担当係長

　田丸　祐一 　高橋　美和

◇株式会社 横浜国際平和会議場

担当部長

　佐野　修一

◇株式会社 横浜アリーナ

担当部長 （注１）　表中、点線で囲まれた部分は外郭団体等への派遣職員を示します。

　井上　秀 （注２）　表中の括弧内の数字は、内線番号を示します。

　[2039]
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２ 文化観光局事務分掌 

 

横浜魅力づくり室 

企 画 課 

１ 横浜の魅力向上に係る総合的な企画、調整及び調査研究に関すること。 

２ 局の重要施策の企画及び総合調整に関すること。 

３ シティプロモーションに関すること。 

 

総 務 部 

総 務 課 

１ 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。 

２ 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 

３ 局所管の外郭団体の総合調整に関すること。 

４ 局の危機管理に関すること。 

５ 開港 150 周年記念事業に関すること。 

６ 他の室および部の主管に属しないこと。 

 

創造都市推進部 

創造都市推進課 

１ 創造都市の形成に係る総合的な企画、調整及び事業等の実施に関すること。 

２ 創造都市の形成に係る拠点の整備及び運営管理並びにこれらに係る企画、 

調査及び調整に関すること。 

３ 創造都市の形成に係るまちづくりに関すること。 

 

文化振興部 

文化振興課 

１ 文化施策の総合的な企画及び事業の実施に関すること。 

２ 文化芸術活動の総合的な支援に関すること。 

３ 文化施設の整備及び運営管理並びにこれらに係る企画、調査及び調整に 

関すること。 

４ 区役所の文化振興支援に関すること。 

５ 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団に関すること。 

６ 文化基金に関すること。 

７ その他文化振興に関すること。 
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観光コンベンション振興部 

観光振興課 

１ 観光交流の推進及び調整に関すること。 

２ 観光関係の団体及び施設に関すること。 

３ 国内外からの観光客の集客に係る総合的な企画、調整及び事業の実施に 

関すること。 

４ 公益財団法人三溪園保勝会及び公益財団法人横浜観光コンベンション・ 

ビューローに関すること。 

５ 部内他の課の主管に属しないこと。 

コンベンション振興課 

1  大型国際コンベンションその他のコンベンション等の誘致及び開催支援

に関すること。 

２ 大規模集客イベントの支援に関すること。 

３ コンベンション関係の団体及び施設に関すること。 

４ 株式会社横浜国際平和会議場及び株式会社横浜アリーナに関すること。 

 

 

 

































































平成 26 年度 文化観光局 運営方針 
 

 

基本目標 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標達成に向けた施策 

 １ さらなる飛躍に向けて 

文化観光局は、これまで文化芸術、創造都市・まちづくり、観光 MICE の相乗効果を発揮しな

がら「文化のかおる活力ある都市横浜、人が集い交流する賑わいのある都市 横浜」の実現に

取り組んできました。 

国から「東アジア文化都市」「グローバル MICE 戦略都市」等の選定を受けたことを契機とし

て、26 年度は一層の実践を加速させる年度であり、さらに、2020 年オリンピック・パラリンピ

ック東京大会を見据えた、新たな取組をスタートさせる年度でもあります。 

「                     」という、横浜の持つ開放的・先駆的・創造的

な要素をふまえたスローガンのもと、賑わいと活力あふれる「選ばれる都市 横浜」の実現を図っ

てきます。 

２ 施策を推進する５つの柱 

横浜市が国内外から「選ばれる都市」として発展するため、市民、地域、事業者、ＮＰＯ等、多

くの皆様と連携しながら、文化観光局に関わる様々な行政課題に果敢にチャレンジします。26 年度

は、次の５つの柱を立て、市域全体にわたって事業を展開していきます。 
１ 横浜の未来を担う次世代育成の推進 
２ 市民の文化芸術活動の支援 
３ 横浜らしい先進的な文化芸術・創造都市の国内外への発信 
４ MICE 誘致・開催支援、集客増に向けた観光施策の充実 
５ 戦略的・効果的なシティプロモーションの展開・強化 

目標達成に向けた組織運営 

○文化観光局「人財」育成ビジョンにもとづいた「目指す職員の育成」 

・現場主義、顧客志向、地域や企業との協働により、横浜の魅力づくりに取り組める 

・費用対効果の意識が高く、説明責任が果たせる 

・法令・ルールの遵守を徹底し、公平性の意識が高い 

・職員同士お互いを尊重し、生き生きかつ楽しく仕事をし、組織の枠を超えて連携できる 

データと PDCA サイクルによる確かな業務執

行を基盤とし、３つのアップの連動によって、

さらなる賑わいと経済活性化につなげます 

～「チーム文化観光局」による「選ばれる都市 横浜」の実現～ 

 



 
 

  

○芸術文化教育プログラム 
推進事業 

・子どもたちのコミュニケーション力等を育成するため、学校
において、アーティストによる芸術文化の体験が出来る教育
プログラムを、NPO、文化施設等とのネットワークにより、拡充
して実施 

○創造的産業振興モデル事業 ・新進アーティスト・クリエーター等と市内中小企業双方の創
造的な活動を支援し、新たなビジネス機会の創出や創造的
産業を振興 

  

○市民ギャラリー移転事業 ・耐震強度の低い教育文化センターの解体方針の決定に伴
い、同センター内の市民ギャラリーを旧いせやま会館へ移
転。26 年度は改修工事後、11 月から展示室やアトリエの貸
出を開始 

○地域文化サポート事業 ・市民や NPO 等が行う、地域特性や魅力を活かし、コミュニ
ティやまちの活性化につながる文化芸術活動や、横浜の個
性ある文化芸術を市内外へ発信する事業を支援 

  

○東アジア文化都市事業 ・中国の泉州市、韓国の光州広域市と都市間交流を進めな
がら、一年を通じて多彩な文化芸術イベント等を開催し、東
アジア域内の相互理解・連帯感の形成の促進と、国際発信
力の強化 

○横浜トリエンナーレ事業 ・我が国を代表する現代アートの国際展である「ヨコハマトリ
エンナーレ 2014」を東アジア文化都市事業の中心的な事業
として、８月から１１月にかけて「まちにひろがるトリエンナー
レ」として展開し、創造都市横浜の魅力を国内外に発信 

  

○新たな MICE 施設整備事業 ・ＭＩＣＥの市場規模の世界的な拡大や横浜での開催需要
に対応するため、パシフィコ横浜の隣接地（みなとみらい 21
中央地区 20 街区）での、新たなＭＩＣＥ施設の整備に向けた
手続等の実施 

○多文化に対応した受入・誘客 

事業 

・訪日旅行者の増加が著しい東南アジア向けに、多言語対
応を促進するとともに、ムスリム旅行者等の受入環境を市内
事業者と連携して整備。また、東南アジアでの現地キャンペ
ーンにより、横浜への誘客を拡充 

  

○シティプロモーション事業 
 

・文化芸術、観光分野を中心とした全庁的な取組によるプロ
モーションを展開するとともに、特にテレビプロモーション
や、首都圏での情報発信力の強化により、重点的なイベント
などと連動したプロモーションを推進 

○魅力創発事業 ・25 年度までの実績を踏まえながら、都心部や郊外部の魅
力資源について、区局、市民団体、企業等との協働により、
横浜の魅力をさらに高める取組を推進 

※その他の事業、取組については、文化観光局事業概要をご覧ください 

（ホームページ http://www.city.yokohama.lg.jp/bunka/outline/about/） 

 

主な事業・取組 

【主な事業・取組】 【内容】 

１ 横浜の未来を担う次世代育成の推進 

２ 市民の文化芸術活動の支援 

５ 戦略的・効果的なシティプロモーションの展開・強化 

３ 横浜らしい先進的な文化芸術・創造都市の国内外への発信 

４ MICE 誘致・開催支援、集客増に向けた観光施策の充実 
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